


�y �]�ˆ�„�Z�w�­�w�™�Ý�²	Í�›�è�$�q�`�h��
C�•�z�]�ˆ	Z�`�ç�”�ç�w�¦�‹�~��
C�›�'���`�‡�b�{�‡

�h�z�Ø�å�ï�Â�Ÿ�ž
Z
ß�•�•�¬
Z
ß�w�§�	�t�‘�“�z�×	��$�s
’�=�Æ�ˆ�›��
��`�‡�b�{

�¹�:�
 �]�ˆ�w�„�Z�w�­

�y 
Æ�O�d�:�s�w
Æ�&
Y	r�g�t�0�b�”���¹�~�¦�‹�›�'���`�z�°
µ�w�­�q
ã�8
C�_�t�R�Š�‡�b�{�q�í

�s�Ä�Š�t�m�M�o�x�z�/�o�s�w�����;���q�È���`�0� �w�§�=�›
$�“�‡�b�{�‡�h�z
Æ�O�d�:�f�w�‹�w

�U�s�X�s�”�‘�O�z�¿�C�•��
C�s�t�‘�”�Þ�å�ç�²	Í�t�R�Š�‡�b�{

�¹�:�� 
Æ�O�d�:�s�0�f�w
*
�

�G�Â�>�¢�‡�j�n�X�“
ï�ù�Ó�å�ï

�«�æ�”�ï�©�ß�ï�Ö�”�ï

�������,�Š�è
ª�a
R�w�h�Š�w�ª�f

�ª�f
*
��w�¹�:

�~�]�ˆ�„�Z�w�­�Ä�À

�~�]�ˆ
Æ�&
Y	r�g�0�f
*
��Ä�À

	��s�Ä�À

83

�X�’�`

�H���$



　資源の大量消費を抑制するとともにごみの減量化・資源化により、資源が循環す
ることで、環境負荷の少ないまちを目指します。
　そのために、地域社会を構成する市民、事業者、行政が各々の責務と役割分担に
基づいて協働による3R（リデュース・リユース・リサイクル）を推進するととも
に、廃棄物の適正処理に取り組みます。
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成果指標 目 標 値
（平成31年度末）

現 状 値

891g／日916g／日市民一人当たりのごみ排出量

（平成26年度末）

●平成17（2005）年度のごみの有料指定袋制の導
入や分別品目の追加等、これまでのごみの減量
化・資源化の取組みにより、ごみの総量は平成
17（2005）年度と比べて約3割減少しています。
しかし、近年、ごみの排出量は横ばいの状況と
なっています。最終処分場の延命化を図るため
にも、ごみのさらなる減量化・資源化が必要で
す。

●事業系のごみについては、紙類が多く含まれる
ことや生ごみが多量に排出されることから、指
導・啓発の強化等により、減量化・資源化を図
る必要があります。

●資源の大量消費が抑制され環境への負荷が少な
い循環型社会の構築には、3Rの推進が必要で
す。このうちリサイクルは、5種11分別による
資源分別回収や小型家電リサイクルの取組みな
ど一定の成果が見られています。今後、一層の
ごみ減量化を進めていくためには、2R（リデ
ュース・リユース）に関する取組みの充実・強
化が必要です。

●ごみの適正処理のためには、安定的かつ効率的
な収集運搬体制の確保とごみ処理施設の適切な
管理運営が必要です。また、RDF発電事業を中
心とした現在の燃えるごみの処理体系は平成
34（2022）年度までの継続が決まっており、以
降の処理方針を決定する必要があります。

●本市の高齢化率は全国平均を大きく上回る状況
にあります。高齢者や障害者等によっては、ご
みの排出が困難となる状況も増えていることか
ら、自助・共助・公助の考え方に基づいた対応
を図る必要があります。

現況と課題

第4編

第７章

基本
方針

資源が循環する環境にやさしいまち



　3Rに関する広報や支援を継続するとともに、関係機関と連携し、環境教育を充実します。ま
た、事業系ごみの減量化・資源化のために指導・啓発等の取組みを強化します。

視点１ ごみの減量化・資源化

　市民ニーズを踏まえた適正かつ効率的なごみの収集運搬を実施します。また、ごみの排出が困
難な人に配慮した収集の対応を図ります。

視点２ ごみの適正かつ効率的な収集運搬

　大牟田・荒尾RDFセンター、リサイクルプラザ及び第3大浦谷埋立地の適切な管理運営を行う
とともに、第3大浦谷埋立地についてはさらなる延命化を図ります。また、平成35（2023）年度
以降のごみ処理方法について検討し決定します。

視点３ ごみ処理施設の適切な管理運営

大牟田市まちづくり総合プラン

リサイクルの日の地域でのごみ出し

4. 基本目標達成のための施策

施策推進の視点

・ごみ減量化推進事業

・地域資源物分別回収事業

主な事業
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「ぼくたち、私たちが描く未来のまち・おおむた」入賞
白川小学校５年　吉開康貴さん　（平成26年度当時）


